
  

協議会会議概要 

会議の名称 第２回座間総合病院連絡調整協議会 

開 催 日 時 
平成３０年２月５日（月曜） 

午後７時３０分から午後８時３０分まで 

開 催 場 所 座間市役所 ４階第３会議室 

出 席 者 
小林会長、落合副会長、山本委員、五十棲委員、山﨑委員、渡委員、

森委員、田所委員、藤本委員 

事 務 局 健康部医療課 

公開の可否  □公開 ☑一部公開 □非公開  傍聴人数  － 

非公開・一 

部公開とし 

た理由 

病院事業者の内部情報が含まれていることから会議は非公開 

  

  

議 題 ⑴「病院の開設及び運営に関する基本協定書」の状況確認について 

資料の名称 

・病院の開設及び運営に関する基本協定書遵守状況等について 

・座間総合病院 患者数・医師数実績 

・救急患者 他医療機関転院搬送事例 

・救急搬送推移 

・紹介・逆紹介件数 

・「病院の開設及び運営に関する基本協定書」第５条第３項に基づ

く一般急性期病棟の取り扱いに関する覚書（案） 

・座間・綾瀬・海老名消防救急搬送推移 
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本日は、大変お忙しいところ、ご参集賜りましてありがとうござい

ます。本日の委員の出席状況は、出席９名で過半数を超えております

ので、「座間総合病院連絡調整協議会要綱」第５条第２項の規定により

まして、本日の会議は成立いたします。 

ただいまから、「座間総合病院連絡調整協議会」の平成２９年度第２

回の会議を開催させていただきます。会議に先立ちまして、会長より

あいさつをお願いします。 

 

皆様、本日は平成２９年度第２回座間総合病院連絡調整協議会を開

催させていただくにあたり、公私共にお忙しい中ご参集を賜りまして、

ありがとうございます。 

近年、厳しさを増す救急医療環境の中で、日頃から本市のみならず本

市周辺も含めた広域的な医療への取り組みに対して、座間総合病院の皆

様はもちろんのこと相模台病院や相武台病院、そして、座間綾瀬医師会

をはじめとした医師会の皆様におかれましては、大変なご努力・ご尽力

をいただいており、お礼申し上げます。 

本日は、先ほども申し上げましたとおり、平成２９年度の２回目の会

議になりますが、前回第１回目の会議を昨年５月１５日に開催させてい

ただいて、約８カ月が経過いたします。この間の市と座間総合病院の間

での協定書の進捗状況等を確認しながら、これからの本市の救急医療体

制の充実を目指して協議していただくこととなっております。 

既にご承知と思いますが、来年度から小児二次救急におきましては、

大和市立病院にご協力をいただくことになり、現在の海老名総合病院、

相模台病院の二病院体制に加えまして、大和市立病院に毎週火曜日、月

４日乃至５日の輪番を担っていただくことで調整をしていただいてお

ります。また、国の「働き方改革」によりまして、医師等の働き方につ

いても大きく変革を迎えてきております。体制の見直しが行われること

も考えられ、不透明な状況があり、救急医療体制を維持に対して大変危

惧を覚えるところでございます。 

医療体制を充実させるためには、様々な厳しい課題があるものとは思

います。その課題について皆様と協力を一層深めながら乗り越えていく

ために、今回委員からの忌憚ないご意見をいただければと思っておりま

す。   

この協議会を通じまして、本市のみならず周辺地域の救急医療体制

がさらに発展し、充実していくことを期待しまして、私からの挨拶に

代えさせていただきます。本日はよろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。 

それでは、議事に入りたいと思います。議長につきましては、要綱

第５条の規定により、会長によろしくお願いいたします。以後の議事
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進行をよろしくお願いいたします。 

 

それでは、要綱第５条の規定に基づきまして議長を務めさせていた

だきます。議事を進めるにあたりまして、皆様の活発なご意見をよろ

しくお願いいたします。議事に入る前に要綱第８条に「協議会の運営

に関し必要な事項は会長が定める」とありますので、委員の皆様にお

諮りしたいと思います。本協議会の会議につきましては、座間市市民

参加推進条例第１２条第１項第２号の規定に基づき、座間市情報公開

条例第７条の非公開情報が含まれる場合は会議の全部又は一部を公開

しないことができるとされています。 

本日の会議の内容には、病院事業者の内部情報が含まれていること

から非公開にしたいと考えておりますが、いかがでしょうか。 

（異議なしの声） 

それでは、本協議会の会議は、非公開とさせていただきます。 

また、本協議会の会議の議事録につきましては、原則公開とし、会

議の内容を精査した上、病院事業に不利益となり得る情報を除き座間

市ホームページ等にて公開していきたいと考えますがいかがでしょう

か。 

（異議なしの声） 

ありがとうございます。それでは、本協議会の会議の議事録に関す

る取り扱いについては、原則公開としたいと思いますのでよろしくお

願いいたします。 

それでは、議事を進めさせていただきます。議題(１)の「「病院の開

設及び運営に関する基本協定書」の状況確認について」、事務局から資

料の説明をお願いします。 

 

それでは、簡単に説明させていいただきます。本協議会の所掌事項

として、要綱第２条第１号にありますとおり、平成２６年７月１５日

に締結しました基本協定書の遵守があります。これは、本協議会の委

員の皆様で確認をいただいて、ご意見をいただきながら、病院の運営

に反映していただくということでございます。座間総合病院の皆様に

は、鋭意ご努力をいただいているところではございますが、本協議会

において、基本協定の進捗、現状をご確認いただければと思います。

資料「病院の開設及び運営に関する基本協定書遵守状況等について」

は、逐条毎の状況等を一覧にしたものでございます。なお、すべての

条文を資料に載せております。事務局からは簡単ですが以上の説明に

なります。 

 

ありがとうございました。本協定の進捗などの現状については、座

間総合病院側からもご説明をいただければと思います。 
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本協定の遵守状況について報告させていただきます。 

第５条第２項の病床稼働につきましては、平成３０年１月１日現在

の稼働病床となりまして、一般急性期病棟が１３１床、地域包括ケア

病棟３０床、回復期リハビリテーション病棟９０床、療養病棟７８床、

あわせまして計３２９床です。許可病床数３５２床のうち３２９床が

稼働しております。なお、昨年平成２９年１２月１日に５Ｆ西病棟４

５床のうち３０床を、一般急性期病棟から地域包括ケア病棟に一時転

換しております。残りの病棟の病床数１５床及びＨＣＵの８床につき

ましては、医師等の職員確保次第開棟の予定です。 

続きまして、第６条１項の救急医療体制の状況につきましては、今

年度内科・外科二次救急の輪番参加が月６日となっておりますが、平

成３０年度上期より月７日参加する予定です。第２項、遵守の履行状

況につきましては、ＨＣＵ８床及び５Ｆ西病棟の一部病床が未稼働と

なっております。こちらは、医師等の職員確保次第開棟予定です。 

小児救急につきましては、引き続き小児科医の採用活動中です。な

お、平成２９年１２月１日より一部病棟機能の変更をしております。

こちらにつきましては、現在覚書の締結予定となっております。 

続きまして第３項の診療科目につきましては特段変更ありません。

外来の状況は、平均外来患者数が上期平均３４０．７名、下期平均３

５７．７名という状況となっております。以下、入院数、手術件数、

救急車受入件数、常勤医師数につきましては、資料の方をご覧くださ

い。 

第６条４項は救急の診療体制で、２番目の脳卒中、虚血性心疾患の

転院搬送事例は、脳血管疾患及び心疾患につきまして座間総合病院で

受けた後、法人内もしくは法人外へ転移搬送した事例です。件数は、

脳血管疾患が３１件、心疾患が９件、計４０件が平成２９年４月から

１２月の実績となります。 

第７条医療従事者の確保については、平成３０年４月１日の新規採

用者予定数が、看護師、救急救命士、リハビリ、薬剤師、医療放射線

技師で、計３１名採用予定です。なお、平成３０年１月１日現在の職

員数は、常勤及び非常勤をあわせまして、計５２７名となっておりま

す。遵守状況につきまして、更新部分は以上になります。 

 

ありがとうございます。協定の中で、第６条第６項に救急ワークス

テーションについて定められております。現在、消防と協定書を締結

し、すでに稼働しておりますので、詳細な状況について伺いたいと思

います。 

 

救急ワークステーションの現状についてご説明いたします。消防本

部では平成２８年６月１３日から座間総合病院に救急車と救急救命士
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を含む救急隊員を出向させております。以来、院内の救急外来や診療

各科のスタッフの皆様ともコミュニケーションが深まり、救急処置、

患者への対応などについて救急隊員のスキルの向上が進んでいます。

隊員教育へのご協力についてこの場をお借りしてお礼申し上げます。

ありがとうございます。 

具体的な実習内容については処置の見学、心電図測定やバイタルサ

インの測定、昨年８月末からは、県メディカルコントロール協議会の

認定を受けて救急救命士が外来患者様のご理解をいただいた際に、静

脈路確保を病院の医師、看護師からの技術的なご指導を受けながら行

っております。これは更なる職員の資質向上及び救命率の向上につな

がっていると考えます。 

また、昨年１２月には搬送患者の病態などを中心とした症例検討会

が病院主体で開催されました。病院関係者、消防側から多数の出席を

もって成功裏に終えることが出来ました。さらに救急救命士の１人あ

たり１週間の生涯研修を、本年は４名を受け入れていただく予定でご

ざいます。よろしくお願いいたします。以上でございます。 

 

ありがとうございます。基本協定の状況確認について、それぞれご

説明していただきましたが、この議題について、何かご意見等ありま

すでしょうか。 

 

第７条医療従事者の確保について、平成３０年４月１日の採用予定

が３１名とのことですが、退職者の状況はいかがですか。 

 

すみません。退職者もおりますが、詳しい数字につきましては、今

持ち合わせておりませんので、後ほどご報告させていただきたいと思

います。 

 

はい。では、確認ができたらご報告をお願いします。他にあります

か。 

 

現在一番困るところは、救急の待遇だと思います。病院としては、

医師の確保が現実的に厳しいと伺っていますが、救急体制その他を充

実させるためのマンパワーの確保は厳しいですか。 

 

はい。正直な話、厳しいのが現実です。現在、非常勤医師をいろい

ろなところにお願いしています。特に夜間の救急体制につきましては、

大学の救命救急センターから月に１回から２回程度医師を派遣してい

ただいています。病院も様々方法を駆使していますが、常勤医師の確

保は難しい状況です。 
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分かりました。特に小児科は、ほとんど不可能な現状だと伝え聞い

ておりまして、座間総合病院だけでなく、地域全体で小児科医が充足

しているという状況ではないとは思いますが、基本協定で目標として

いたところからは外れてしまっているというのは事実ですよね。 

 

はい。先日、神奈川県の地域医療を考える会に出席してきました。

神奈川県は病院の数も医療従事者も多く、全国レベルでいうと４番目

５番目くらいに入りますが、人口１０万人当たりの比率でみると、４

６番目４７番目という数字になり、人口対比でみると医療従事者はと

ても少ないという現状です。そういった状況で、どのように県内にま

た医師を戻してくるか、あるいは、県で確保するかについては、神奈

川県でもかなり頭を悩ませているという事情があります。県内に４つ

ある医科大学に対して県で奨学金を出すなど、様々なことをやってお

りますし、市町村でも、相模原市は北里大学の学生に対して奨学金を

出しています。そういった手段を使って、医師を確保していかなけれ

ばならないという状況ではあります。幸い看護師については、人数が

揃ってきていますが、問題は医師になると思いますので、法人全体を

あげての医師の採用活動を行っております。 

 

特に問題になっているのは麻酔科医師が足りなくて、手術を行うた

めにどこも一様に困っているそうです。やはり、そういった医師を確

保しようとすると、紹介業者などを利用するスタイルにならざるを得

ないのでしょうか。 

 

幸い麻酔科医については、大学から派遣されている常勤医師と非常

勤医師でまかなえております。手術を充足させるだけの麻酔科医は揃

っておりますので、紹介会社を利用するということは、今のところ考

えておりません。 

 

今回、内科・外科の輪番について、平成３０年度上期から１日、下

期でも１日増やしていただく予定ですが、今後、平成３０年度以降の

計画も含め見込みはいかがでしょうか。 

 

一足飛びに輪番の回数を増やせればいいのですが、すぐには医師を

増やせないという実情もあり、非常に申し訳ございません。ただ比較

的医療資源を持つ座間総合病院として、輪番の当番日数を増やしてい

かなければならないという思いはあります。上期から１日増やすこと

で、市内で受け入れる数が増えるのではないかと思いますので、平成

３０年度から徐々に日数を増やし、市内搬送率５０％を短期的な目標
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とさせていただきたいと思います。将来的には、当初月６日だった輪

番回数を、倍の１２日までは増やしていきたいと思いますが、医師の

確保状況次第となってきますので、今の確保状況では先行きが不透明

で申し訳ありません。 

 

救急の当直医は大体、非常勤の医師が担当しているのですか。 

 

いいえ。内科系の救急は総合診療科の４名の常勤医師が担当するこ

とが多く、外科系では整形外科医の４名の常勤医師が担当しておりま

す。 

 

そうなると、働き方改革はやはり気になりますよね。どのような形

になるのか我々も見守っているのですが、正直、病院はほとんど回ら

なくなってしまうのではないかという話もあります。地域としてはあ

まりに大変な勤務になって、皆さんが疲れ切ってしまうというのも困

りますが、理想論だけでは解決策にならないということを、様々な場

所で訴えていかなければならないと思います。先ほど、話があったよ

うに神奈川県は人口対比でみると、医師、看護師の数が少ないので、

そういった現状の中でどのように救急を確保していくかが、地域医療

構想の中でも大きなウエイトを占めています。地域の実情も含めて、

発信していける時に発信して、しっかりと現状を分かってもらう必要

があります。 

 

働き方改革は本当に病院感覚と逆行するので、特に救急の当直を考

えると今のところは正直、両立する策が見出せないのが現状です。現

状は当番日でも、なかなか休めずに翌日も普通に夕方まで勤務するの

が当たり前になっています。それが働き方改革ということで、当直の

翌日午前中で帰るとなると、医師が十分いない病院などは回らなくな

ってしまいます。 

 

働き方としては、救急の当直を考えると救命救急センターに所属し

ている医師が非常勤として雇用できると内科系、外科系どちらも当直

ができるので、非常に助かります。現在では、救命救急センターの当

直も非常勤枠として認められているので、柔軟に対応してくれる場合

が多いです。ただ、それも救命救急センターに入局する人がいないと

雇用もできない話ですが。 

 

働き方改革を本気でやるならば、改革の前に働きたいと思えるよう

な環境を整備してくれないと、働き方改革だけと言われても無理だと

は思います。 
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委 員 

 

 

委 員 

 

 

 

委 員 

 

 

委 員 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

事務局 

どのような形で国がアナウンスをしてくるのか、まだ見えない部分

もあるので難しいところもありますが、どのような方法で国の方に要

望ができるのかなど、行政としても注視して参ります。 

 

ことあるごとに現状を訴えていかなければならないと思います。 

 

基本協定に関する遵守状況やワークステーションについて報告いた

だいたことについて、他にご意見はありますか。 

 

ワークステーションでは、先生方は業務がありながらも、救急隊の

救命士にしっかりと対応してくださって、本当に感謝しております。

消防と病院では違いもありますが、当直勤務の大変さはよく分かりま

す。それをどうにかするのはなかなか難しいと思いますが、人材不足

など条件がどんどん苦しくなっていることを、しっかりと考えなけれ

ばならないと思っています。 

 

病院と消防隊の救命救急士の方々とのつながりは情報が正確に伝わ

ってくるので、すごく助かっています。プレホスピタルの段階である

程度対応することができます。 

 

実際病院に運ばれてきてから、患者の容体が聞いていた情報と違う

となると問題にもなりますからね。 

 

その点では、指導救命士の養成を行っています。現在座間市で２人

いる指導救命士が救命士を指導して、レベルアップを図っており、年

に１人ずつ指導救命士を増やしていこうと取り組んでいます。 

 

座間市の救急隊は正確にできていますし、ワークステーションは病

院としても本当に勉強になっています。 

 

消防としてもワークステーションでいろいろ教えていただいたおか

げでレベルアップしたので、今後ともよろしくお願いいたします。 

 

よろしくお願いいたします。 

 

他にご意見がないようでしたら、次に進みたいと思います。それで

は次の「その他」ですが、事務局から一点ご報告がありますので、よ

ろしくお願いします。 

 

それでは報告させていただきます。「病院の開設及び運営に関する基



 8 
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本協定書」第５条第３項に基づく一般急性期病棟の取り扱いに関する

覚書の締結についてご報告させていただきます。【「病院の開設及び運

営に関する基本協定書」第５条第３項に基づく一般急性期病棟の取り

扱いに関する覚書】は、市と座間総合病院との間で締結を予定してい

るもので、双方で基本的には合意しておりますが、現状では（案）の

段階となります。これは、座間総合病院から提案がありました、一般

急性期病棟を地域包括ケア病棟に一部機能変更することについて、そ

の運用を定めたものです。座間総合病院からは、一般病棟の特に総合

診療科入院患者の在院期間が長期化する傾向にあるなか、未稼働の病

床もあり、救急の受入れについて大変な苦慮をしている状況があるこ

と、また、地域包括ケアシステム等、地域医療のニーズに合わせた対

応をとる必要があること、これらを加味しつつ、４月の診療報酬改定

も考慮し、一時的に地域包括ケア病棟に機能変更し運用していきたい

旨の申し出がありました。本市としましては、座間総合病院から第１

として「一般病棟から地域包括ケア病棟に一部機能変更して弾力的に

運用し、また、効率的に回転させることで、救急の受入れの効率化を

図ることができる」、さらには「地域包括ケアシステムにおける、在宅・

介護施設等からの受入れと、退院時の在宅・生活復帰支援がスムーズ

に行え、地域医療のニーズに応えることができる」という提案でもあ

り、協定書を堅持し「医療及び救急医療を安定的かつ継続的に提供す

る」という、当初の病院誘致の経緯を踏まえたものでもあることから、

座間総合病院と合意して、覚書を締結する予定で事務を進めていると

ころです。また、「座間・綾瀬・海老名消防救急搬送推移（座間市内救

急出動分）」につきましては、現在、座間・綾瀬・海老名の３市で、消

防指令センターを共同運用していることから、各消防に【座間市内で

の救急車の出動状況】についてのデータを提供いただき、取りまとめ

たものです。この全救急搬送件数から座間総合病院分をピックアップ

して、搬送受入れ率を算出しております。覚書（案）では、これらを

もとに受入れ率を算出しておりますが、座間総合病院さんから出して

いただいた「救急受入計画目標」を踏まえ、各月の消防からのデータ

と病院からのデータを照らし合わせながら、最終目標に向け双方で協

調してまいりたいと考えております。 

 

ありがとうございました。こちらにつきましては、今、話があった

ように地域包括ケア病棟の関係で、一般病棟からの転換の申し出があ

ったということです。この件に関して、再度、導入に至った経緯等に

ついて、座間総合病院の方からご説明をいただければと思いますがい

かがでしょうか。 

 

それでは、補足させていただきます。当初、こちらは、４５床の未
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委 員 

 

委 員 

 

 

委 員 

 

委 員 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

委 員 

開床の部分がありまして、そこをしかるべく早急に解消したいという

ことで、看護師等々の人材を集めてまいりました。一定数集まりはし

たのですけれども、一挙に４５床を開けるということはなかなか難し

く、３０床分を開けたいと考えておりまして、１０対１の一般病棟で

開けるべきなのか、それとも、今回こちらにお願いした地域包括ケア

病棟という形で開けることがよろしいのか、院内でも色々と検討しま

した。総合診療科や整形外科において、圧迫骨折などでどうしても高

齢者が一定数救急で運ばれてくるという現状では、在院日数が延びて

一般病棟の枠であります２１日の平均在院日数の数値が、かなりきわ

どいところまで上がってしまいます。このままでは、救急で新たに患

者さんを受けることが難しくなってしまうのではないかということも

ありまして、地域包括ケア病棟は在院日数が６０日まで法的に認めら

れておりますので、救急で受けた患者さんを一般病棟から地域包括ケ

ア病棟に移し、平均在院日数をクリアすることで、救急が再び受け入

れやすくなるだろうと考えました。そのような考えから、一般病棟よ

りは、地域包括ケア病棟の方が結果的には救急に寄与するのではない

かということで、この度このような話を申し出させていただきました。 

 

ありがとうございます。皆様から何かありますか。 

 

地域包括ケア病棟というのは、特別どこかと契約をしてということ

はあるのですか。 

 

全くございません。 

 

地域包括ケア病棟を稼働するための、看護師比率はどうなるのです

か。 

 

１３対１になります。 

 

開設しやすいということですね。 

 

さらに、一番の特徴は、非常に受入れの間口が広い病棟という点で

す。先ほど申し上げましたように、在院患者の入院期間が６０日まで

認められるということもありますし、病名もそれほどの縛りがないと

いうこともありまして、在宅での患者さんが、一時的に入院するレス

パイト入院等についても積極的に受け入れることが可能な病棟と我々

は捉えております。 

 

そうですね。それから、ずっと開いていない病棟は、強制的に取り
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上げられそうだという流れもありますから、一般病棟に拘りすぎず、

うまく利用して、今、言われたように救急を充実していければ、開け

られない病棟があるよりはいいのではないかと思います。全体で協議

し、地域医療構想の中で、急性期の病床数をこれくらいにしようとい

う流れのようなので、しっかりと病棟を稼働させておくということは、

必要だと思います。稼働させておかないと、逆にこの地域は病棟を使

っていないので、いらないですねとなってしまう可能性もあります。 

 

今おっしゃっていただいたように、病棟を適切に開けて運用するこ

とが、我々の一番の目的です。現在、３０床開いているところを、次

年度確実に４５床のフル稼働までもっていければと思います。それか

ら、地域包括ケアの目玉で、今度の診療報酬改定でも優遇されると思

いますが、ポストアキュートよりサブアキュート、つまり急性期を終

わった患者さんよりも地元の介護施設や普段は訪問診療の先生方が診

ている患者さんが、具合が悪くなった時にすぐに入院できる病棟が必

ず必要になってきます。厚労省もそういった方向に誘導しようとして

いますので、我々としては高齢者も多いこの地域で、地域包括ケア病

棟を活用しながら、なるべく早く病状を改善し、施設や自宅へ帰すと

いうところが重要になってくると考えており、ポストアキュートより

もサブアキュートの患者さんを積極的に受け入れていく病棟にしたい

と思っています。名称は地域包括ケアですけれども、我々は急性期と

して、高齢者の救急を一生懸命受け入れていく病棟と考えています。 

 

他に何かありますでしょうか。地域包括ケア病棟についての説明を

いただきましたが、よろしいでしょうか。 

ないようでしたら、以上をもちまして議題についてすべて終了とさ

せていただきたいと思います。ここで、議長の任を解かせていただき、

進行については事務局にお返しいたします。ありがとうございました。 

 

皆様ありがとうございました。事務局からは、次回の開催につきま

して、年度を改めまして５月か６月頃を予定しております。詳細につ

いてはこちらの方から別途調整させていただいて、連絡をさせていた

だきますのでよろしくお願いします。皆様から他に何か連絡事項等は

ございますか。 

それでは、以上をもちまして、協議会を終了いたします。本日はお

忙しいところご出席いただき、誠にありがとうございました。 

 


